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１ 輸出先国の事情把握

輸出成功のためのカギ

・ 輸出に取り組むこととしたら、まず、海外マーケットの事情をよく確認しましょう。海外マーケットは国内マーケットと
は異なり、簡単にアクセスできません。たとえば、どんなに国内で人気のある商品であっても、そもそも品目自体が輸
出ができない海外マーケットも存在します。国や品目によって違いはありますが、輸出する上で何らかの障壁がある
場合が相当程度あり、これを知っているかどうかで、時間と経費の無駄を省くことが出来ます。
・ 海外マーケット事情を確認する際の主要なポイントとしては、①自社商品が通関を通る条件を見極めることと、
②相手国の消費者の嗜好を見極めること、の２点です。
・ 自社商品が輸出可能で、かつ、販売が有望と思われる国を見つけたら、次に、自社商品の特徴（輸出先国
マーケットの事情を踏まえた強みと弱み）を、徹底的に洗い出すことが肝心です。
・ 国内市場向けに作った商品は、輸出先国マーケットからすると、味、見た目、賞味期限、量、製造方法など、
様々な点で受け入れ難いものとなっている場合があります。このミスマッチが調整可能なのか否かで、輸出の可否
が決まってきます。

ステップ１ マーケティング

（１）通関条件等の輸入規制について

〇 輸出先国のマーケット事情は、その一部を政府間交渉により変更することができる場合もありますが、短期的
には、ほぼ所与の条件といえます。したがって、輸出意欲事業者の立場からすると、まず、よく知っていることが大
変重要になります。

〇 特に、通関条件等の輸入規制については、条件を満たさない貨物は、廃棄処分又はシップバックを義務付け
られるため、知らないことは大きなリスクとなります。

〇 ここでは、①通関条件等の輸入規制と、②食文化や生活環境に基づくニーズの２つに分けて、輸出先国の
マーケット事情について分析していきます。

・ 輸入規制は、多くの場合、当該国の農林水産業等の既存産業を保護したり、自国民の安全や公衆の衛
生を守るため、一定の基準の下、ＷＴＯに認められた権利として設けられています。
・ このため、輸出に当たっては、相手国の規制に則った物を輸出することが基本です。
・ 一方、規制の中には、科学的根拠が薄いものなどもあり、国としても規制緩和に向けた働きかけを行うなど、
輸出環境の整備に努めています。

・ ここでは、①放射性物質規制、②動植物検疫、③規格・認証等、④残留農薬規制の４点についてみてい
きます。具体的に、輸出先国上位において各規制がどのように扱われているかにも触れていきますので、自社
商品に照らして考えてみましょう。

3

〇 「敵を知り、己を知れば、百戦危うからず」ということわざ通り、輸出においても、輸出先国の
マーケット事情と自社商品の特徴を把握・確認し、戦略を立てること（すなわちマーケティン
グ）が何より重要です！
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〔 〕
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〔 〕

④

〔 〕
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東日本大震災の際の原発事故に伴い諸外国・地域で
講じられた日本産食品等に対する輸入規制

輸出先国が定める、他国からの病気、病虫害の侵入を
防ぐ制度

今後、拡大・加速が予想される海外で取り扱う商品となる
ための規格認証

食品中に残留する農薬などが、健康に害を及ぼすことのな
いよう、輸出先国毎に定められている規制

放射性物質規制

動植物検疫

規格・認証等

残留農薬規制

①放射性物質規制
■ 「放射性物質規制」とは、東日本大震災の際の原発事故に伴い諸外国・地域で講じられた日本産

食品に対する輸入規制のことを言います。
■ 政府一体となった働きかけの結果、現時点で一定の地域からの輸入を停止している国は６ヵ国・地

域となっています。
■ 現在、香港、台湾、中国及び韓国等に対し、重点的に規制撤廃を申し入れていますが、現時点で

は、これらの国に輸出できない都県や品目があります。したがって、まずは、これらをしっかりチェックし、自
社商品がそもそも輸出可能なのか、否かを確認しましょう。
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・ 我が国の輸出先国・地域においては、原発事故に伴い、福島県他の一定地域からの日本産農林水産
物・食品の輸入規制を継続。
・ 引き続き、政府一丸となって撤廃・緩和に向けた取組を実施中。

WTO紛争解決「韓国による日本産水産物等の輸入規制」パネル報告書の公表
2018年2月22日（ジュネーブ時間）、世界貿易機関（WTO）紛争解決手続において、我が国が韓国に対し
て申立てを行っていた紛争案件「韓国による日本産水産物等の輸入規制措置」に関して、我が国の主張を認め、韓
国の措置がWTO協定に非整合的であるとし、措置の是正を求めるパネル報告書が公表されました。
同年４月９日韓国は、パネルの判断を不服として上級委員会への申立てを行いましたが、我が国の主張が上級委
員で認められるよう適切に対処していくとともに、WTO協定に整合的でないと認定された措置を韓国が誠実かつ速や
かに是正されることを求めています。
（参考）
2013年9月に強化した輸入規制（ア）8県産水産物（青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、千葉）
全面輸入禁止及び（イ）追加的な放射性核種検査要求の対象を水産物を含む全ての日本産食品に拡大。

コラム

＜原発事故に伴い輸入停止措置を講じている国・地域＞

輸出先
国・地域

輸出額・
順位 輸入停止措置対象県 輸入停止品目

香港 1,877億円
１位 福島 野菜、果物、牛乳、乳飲料、粉乳

中国 1,007億円
３位

宮城、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、
千葉、東京、新潟、長野 全ての食品、飼料

台湾 838億円
４位 福島、茨城、栃木、群馬、千葉 全ての食品（酒類を除く）

韓国
（ＷＴＯに
おいて係争
中）

597億円
５位

日本国内で出荷制限措置がとられた県 日本国内で出荷制限措置がとられた品目

青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、
群馬、千葉 水産物

シンガポール 261億円
８位

福島 林産物、水産物

福島原発周辺の10市町村 全ての食品及び農産物

マカオ 38億円
23位

福島 野菜、果物、乳製品、食肉・食肉加工品、卵、
水産物・水産加工品

宮城、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、
東京、新潟、長野 野菜、果物、乳製品

注：１ 輸出額及び順位は、平成29年確定値による。（出典：財務省「貿易統計」）
２ 上記６か国・地域のほか、米国、フィリピンの２か国は、日本国内において出荷制限措置がとられている品目を輸入停止している。
３ 中国については、「10都県以外」の「野菜、果実、乳、茶葉等（これらの加工品を含む）」については、放射性物質検査証明書の

添付が求められているが、放射性物質の検査項目が合意されていないため、実質上輸入が認められていない状況。

平成30年7月24日時点
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1位 香港

2位 米国

・ 輸入停止措置のみならず、検査証明書の添付やサンプル検査などについても記載しています。
・ これら主要輸出先国に、自社の製品を輸出することができるかどうか、条件は何か、この表で確認してみましょ
う。

＜日本からの輸出先上位5か国の放射性物質規制のリスト＞

※日本の出荷制限に変更があった場合、この表も改正されますので、最新の情報は以下でご確認下さい。
米国食品医薬品局（ＦＤＡ）輸入アラート99-33（英語）
http://www.accessdata.fda.gov/cms_ia/importalert_621.html
米国による日本産食品の輸入規制について（日本語）
http://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/usa_shoumei.html

平成30年7月24日時点

平成30年7月11日時点

対象県 品 目 規 制 内 容

香港 福島 野菜、果物、牛乳、乳飲料、粉乳 輸入停止
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4位 台湾

地域 品目 規制内容

５県
（福島、茨城、栃木、

群馬、千葉）

全ての食品
（酒類を除く）

輸入停止

42都道府県
（上記５県以外）

全ての食品
（酒類を除く）

産地証明書
①政府（地方公共団体を含む）

（植物検疫証明書、自由販売証明書、衛生

証明書等も可）

②政府が授権した機関（商工会議所等）
③業者等が公的機関に確認を受ける

野菜・果実、水産物、海藻類、
乳製品、飲料水、乳幼児用食品

台湾にて全ロット検査

加工食品 台湾にてサンプル検査

岩手、宮城、東京、
愛媛

水産物
産地証明書に加え、
検査機関が発行する放射性物質検査報

告書
①中央主管機関が公表
②その他日本の政府の認証
③国際認証機関の認証

宮城、埼玉、東京
乳幼児用食品、乳製品、キャンディー、

ビスケット、穀類調整品等

東京、静岡、愛知、
大阪

茶類産品

対象県 品目 規制内容 備考

中国

宮城、福島、茨城、栃木､群馬､埼玉
､千葉、東京、新潟、長野（１０都
県）

全ての食品、飼料 輸入停止

・日本産食品の海外輸出業者又は
代理業者は、登録が必要
・日本産食品の中国輸入業者に対
し、輸入及び販売記録制度の導入
（※）の放射性物質検査証明書に
ついては検査項目が日本政府と中
国政府との間で合意されていない
ため、放射性物質検査証明書を発
行することができません。

１０都県以外

野菜及びその製品、
乳及び乳製品、茶
葉及びその製品、
果物及びその製品、
薬用植物産品
（※）

政府作成の放射
性物質検査証明
書及び産地証明
書を要求

水産物

その他の食品・飼
料

政府作成の産地
証明書を要求

3位 中国

平成30年7月11日時点

平成30年7月11日時点
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放射性物質規制について、政府はあらゆる場面を捉えて規制の撤廃・緩和に向けて交渉中
輸出に取り組むに際しては、必ず以下の農林水産省HP（東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う各
国・地域の輸入規制強化への対応 「諸外国・地域の規制措置等（4．諸外国・地域の規制措置）」）より
最新の情報をご確認ください。

http://www.maff.go.jp/j/export/e_info/hukushima_kakukokukensa.html

輸出先国の規制がクリアできているかどうか確認してみましょう。

コラム

Memo

5位 韓国

平成30年7月11日時点

http://www.maff.go.jp/j/export/e_info/hukushima_kakukokukensa.html


19

②動植物検疫
 動植物検疫とは、農林水産業に重大なダメージを与える口蹄疫、鳥インフルエンザなどの家畜疾病や、輸出

先国には存在しない植物病害虫の侵入を防ぐための措置です。
 日本から輸出する場合、①輸出先国に対して解禁要請を行い、②輸出先国によるリスク評価の後、③輸出

先国が懸念する疾病・病害虫の不存在を担保する措置（検疫条件）の協議を経て、解禁されることとなり
ます。

 そのため、自社商品が、食肉、青果物等である場合は、最初の段階で、輸出先国で解禁されているかどうか
確認しましょう。

 また、具体的な動植物検疫の手続きとしては、（１）日本において、我が国に発生する動物の伝染性疾病
及び植物の病害虫を輸出先国に広げることがないよう、輸出先国の求める輸出検疫を動物検疫所もしくは
植物防疫所において実施しています。さらに、（２）輸出先国においても、自国内の農畜産業を守るため、
農畜産物の輸入に際して、検査を実施し、動物の伝染性疾病や植物の病害虫の侵入を防止しています。

 動物の伝染性疾病や植物の病害虫の発生状況は、国や地域によって異なることから、輸出先国の検疫条
件は一様ではなく、国、地域、品目により異なります。

動物検疫

・ 自社の製品を輸出することができるかどうか、条件は何か、以下の表で確認してみましょう。

＜各国各品目ごとの動物検疫、植物検疫に関する規制一覧＞

国 牛肉 豚肉 鶏肉 【凡例】
（輸出できるもの）
☆：二国間条件を満たす必
要
（動物検疫所で検査を受け
る必要がある。）
○：二国間条件はないが、
個別に要求される相手国の
受入条件を満たす必要(動
物検疫所で検査を受ける必
要がある。)
（輸出できないもの又は不
明）
●：解禁に向けて協議中
×：相手国が疾病の発生等
を理由に輸入を認めていな
い
□：「農林水産業の輸出力
強化戦略」における重点対
象国ではなく、協議未実施。

アジア

香 港 ☆ ☆ ☆

韓 国 ● ● ●

台 湾 ☆ ☆ ●

中 国 ● ● ●

インドネシア ☆ □ ●

カンボジア ○ ○ ○

シンガポール ☆ ☆ ●

タ イ ☆ ● ×

パキスタン □ □ ●

バングラデシュ ○ □ ●
※1: 平成23年３月に発生し
た東京電力福島第一原子
力発電所事故を受けて、諸
外国・地域は、従来の検疫
に加え、日本からの食品に
対して輸入規制を強化。
※2: ドバイ首長国に限る。

フィリピン ☆ ● ●

ブルネイ ● □ □

ベトナム ☆ ☆ ☆

マカオ ☆ ☆ ●

マレーシア ☆ × ●

ミャンマー ☆ □ □

モンゴル ○ ○ ●

ラオス ○ □ □

平成30年７月17日現在
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中東

アラブ首長国連邦 ☆ ○※２ ●

イスラエル ● □ □

オマーン ○ □ □

カタール ☆ □ □

クウェート ● □ □

サウジアラビア ● × ×

トルコ ● × ×

バーレーン ☆ □ □

レバノン ● □ □

欧州

EU ☆ ● ●

スイス ☆ × ×

ノルウェー ☆ × ×

リヒテンシュタイン ☆ × ×

ロシア ☆ × ●

ベラルーシ ☆ × ×

北米
・

中南米

カナダ ☆ × ×

米 国 ☆ ● ●

メキシコ ☆ ● □

ブラジル ☆ □ □

ペルー ● □ □

チリ ● □ □

アルゼンチン ☆ □ □

ウルグアイ ● □ □

大洋州

オーストラリア ☆ × □

ニュージーランド ☆ × □

アフリカ

南アフリカ ● □ □

エチオピア × × ×
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※最新の規制情報は、下記HPまたは、P58の相談窓口一覧より確認してください。
動物検疫所: http://www.maff.go.jp/aqs/hou/require/export_meat_list.html
植物検疫所: http://www.maff.go.jp/pps/j/search/detail.html

植物検疫

http://www.maff.go.jp/aqs/hou/require/export_meat_list.html
http://www.maff.go.jp/pps/j/search/detail.html

